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第三節 国⽴研究開発法⼈ 
（中⻑期⽬標） 
第三⼗五条の四 主務⼤⾂は、五年以上七年以下の期間において国⽴研究開発法⼈
が達成すべき業務運営に関する⽬標（以下「中⻑期⽬標」という。）を定め、これを当該
国⽴研究開発法⼈に指⽰するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、
同様とする。 
２ 中⻑期⽬標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。 
⼀ 中⻑期⽬標の期間（前項の期間の範囲内で主務⼤⾂が定める期間をいう。以下同
じ。） 
⼆ 研究開発の成果の最⼤化その他の業務の質の向上に関する事項 
三 業務運営の効率化に関する事項 
四 財務内容の改善に関する事項 
五 その他業務運営に関する重要事項 
３ 主務⼤⾂は、中⻑期⽬標を定め、⼜はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員
会の意⾒を聴かなければならない。 
４ 主務⼤⾂は、前項の規定により中⻑期⽬標に係る意⾒を聴こうとするときは、研究
開発の事務及び事業（軽微なものとして政令で定めるものを除く。第三⼗五条の六第
六項及び第三⼗五条の七第⼆項において同じ。）に関する事項について、あらかじめ、
審議会等（内閣府設置法（平成⼗⼀年法律第⼋⼗九号）第三⼗七条若しくは第五
⼗四条⼜は国家⾏政組織法（昭和⼆⼗三年法律第百⼆⼗号）第⼋条に規定する機
関をいう。）で政令で定めるもの（以下「研究開発に関する審議会」という。）の意⾒を
聴かなければならない。 
５ 主務⼤⾂は、研究開発に関して⾼い識⾒を有する外国⼈（⽇本の国籍を有しない
者をいう。次項において同じ。）を研究開発に関する審議会の委員に任命することができ
る。 
６ 前項の場合において、外国⼈である研究開発に関する審議会の委員は、研究開発に
関する審議会の会務を総理し、研究開発に関する審議会を代表する者となることはでき
ず、当該委員の数は、研究開発に関する審議会の委員の総数の五分の⼀を超えてはなら
ない。 

（中⻑期計画） 
第三⼗五条の五 国⽴研究開発法⼈は、前条第⼀項の指⽰を受けたときは、中⻑期⽬
標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中⻑期⽬標を達成するための計画（以
下この節において「中⻑期計画」という。）を作成し、主務⼤⾂の認可を受けなければなら
ない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
２ 中⻑期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 



⼀ 研究開発の成果の最⼤化その他の業務の質の向上に関する⽬標を達成するためとる
べき措置 
⼆ 業務運営の効率化に関する⽬標を達成するためとるべき措置 
三 予算（⼈件費の⾒積りを含む。）、収⽀計画及び資⾦計画 
四 短期借⼊⾦の限度額 
五 不要財産⼜は不要財産となることが⾒込まれる財産がある場合には、当該財産の処
分に関する計画 
六 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、 
七 剰余⾦の使途 
⼋ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
３ 主務⼤⾂は、第⼀項の認可をした中⻑期計画が前条第⼆項第⼆号から第五号まで
に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中⻑期計画を
変更すべきことを命ずることができる。 
４ 国⽴研究開発法⼈は、第⼀項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中⻑期計画を
公表しなければならない。 
 


